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「ひと集い 伝えあい そして高めあう」のスローガンのもとに 

寒河江市教育委員会教育委員長 渡 邉 満 夫 

          「ひと集い 伝えあい そして高めあう」 

まず集まろう、そして賑やかに語りあう、お互いに思いを伝えあい、人と人が認めあい尊

重しあう、豊かな関わりあいの中で知恵を交換しあう、そういう営みの中から地域力も、家庭

力も、社会力も育つと考えています。その中で、心豊かで逞しく未来を切り拓く子どもたち

が育つ、そう考えています。 

これは、寒河江市教育振興計画を貫く基本的な考え方です。計画は、平成１８年１１月

に策定されました。 

この背景には、次のような社会情勢の変化があります。 

私たちは、「花と緑、せせらぎで彩る 寒河江」のキャッチフレーズに代表されるように、

美しく豊かな自然の中で、潤いに満ちた文化を形成してまいりました。しかし、近年、生活

はますます多様化し、核家族化が急速に進展するなど、私たちを取り巻く環境の変化は、

地域社会を大きく変えつつあります。他者を思いやる心、規範意識や道徳心、自立心など、

地域・家庭・学校で大切に育ててきた「人間としての力」が失われつつあると危惧されるよう

になりました。 

そこで、未来に生きる子どもたちが、豊かで潤いのある生活を創造し続けられるよう、本

市の第５次振興計画における「人づくり、まちづくり」の基本方針を踏まえ、「寒河江市教育

振興計画」を策定いたしました。本市初の計画でありましたが、県内でも先駆けとなるもの

であり、市内外から高い評価を受けることができました。 

その後、60 年ぶりに教育基本法が改正され、新しい時代の教育の基本理念が明示さ

れました。そして、その実現に向けて具体的に教育を振興していく道筋を示した国の教育

振興基本計画が、平成２０年７月に策定されました。また、少子高齢化、高度情報化などの

急速な進展により、新たな社会情勢の変化もありました。中学校給食実施についても大き

な課題となっています。 

このことから、今までの教育振興計画の基本的な考え方を踏襲し、以下の 3 点につい

て、計画の見直しを行いました。 

１． 国の教育振興基本計画との整合性を図ること。 

２． 中学校給食実施を位置づけること。 

３． 計画期間（１０年間）の中間期にあたり見直しを行うこと。 

今回の見直しされた教育振興計画を基に、「まず集まろう、そして語り合う・・・・」の精神

を大事にしながら、市民の多くの皆さんと共に力と知恵を出し合い、本市教育の明日を創り

あげてまいりたいと考えております。 

最後に、この度の教育振興計画の見直しにあたり、多大なご尽力を賜りました教育振興

計画検討委員会の皆様に、心より感謝を申しあげます。 
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